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平成３１年（ワ）第３４６５号 国家賠償請求事件 

原告 大江千束 ほか８名 

被告 国  

 

証 拠 説 明 書 １８（甲Ａ号証） 

 

                  ２０２２（令和４）年５月３０日 

 

東京地方裁判所民事第１６部乙合議Ｂ係 御中  

 

              原告ら訴訟代理人 

弁護士  上 杉 崇 子 

同    寺 原 真希子 

ほか 

 

号証

（甲） 

標 目 

（原本・写しの別） 

作 成 

年月日 
作成者 立 証 趣 旨 

甲Ａ 

５４７ 

高橋和之「立憲主

義と日本国憲法 

第５版」（有斐閣、

2020）抄本 

（８０～８５頁） 

写 ２ ０ ２

０ 年 ４

月 

高 橋 和

之 

・個人の尊厳とは、社会・国家を構成する原理と

して、集団（全体）ではなく個人に価値の根源を

みる考え方であり（８０、８１頁）、日本国憲法

は、全体主義を否定し上記の個人主義の立場に立

つことを宣言したこと（８０頁）。 

・憲法は、戦前、社会のもっとも基礎的な集団で

ある家族関係が個人より集団を重視する価値観

を基礎に形成されていたことへの反省に立って、
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憲法２４条２項に「個人の尊厳」との文言を用い

たこと（８２頁）（原告ら第２２準備書面４９頁

ほか）。 

・個人を「個人として尊重する」（憲法１３条）

とは、個人が自律的生を生きるのに不可欠の権利

を基本的人権として尊重することであり、人権の

観念にとってそれが前国家的性格を有するかど

うかは重要ではなく、憲法の基本価値としての

「個人の尊厳」から直接に流出するものかどうか

が重要であること（８３頁）（原告ら第２２準備

書面１６頁）。 

 


